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記

１．休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設け

るなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。

２．休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同

時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外

気の循環を確保すること。

また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇

などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。

３．休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。

４．寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めるこ

と。


